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議案第９５号  

 

藤沢市介護保険条例の一部改正について 

 藤沢市介護保険条例の一部を次のように改める。 

２０２１年（令和３年）２月１５日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市介護保険条例の一部を改正する条例 

 藤沢市介護保険条例（平成１２年藤沢市条例第５６号）の一部を次のように改正

する。 

第６条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５

年度まで」に改め，同項第１号中「２８,２００円」を「３３,０００円」に改め，

同項第２号中「３３,８４０円」を「４６,２００円」に改め，同項第３号中

「３９,４８０円」を「４６,２００円」に改め，同項第４号中「５０,７６０円」

を「５９,４００円」に改め，同項第５号中「５６,４００円」を「６６,０００円」

に改め，同項第６号中「６２,０４０円」を「７２,６００円」に改め，同号ア中

「第３５条の２第１項」の次に「，第３５条の３第１項」を加え，「額とする」を

「額とし，当該合計所得金額が零を下回る場合には，零とする」に改め，同号イ中

「又は第１１号イ」を「，第１１号イ，第１２号イ又は第１３号イ」に改め，同項

第７号中「７３,３２０円」を「８５,８００円」に改め，同号イ中「又は第１１号

イ」を「，第１１号イ，第１２号イ又は第１３号イ」に改め，同項第８号中

「８４,６００円」を「９９,０００円」に改め，同号イ中「又は第１１号イ」を「，

第１１号イ，第１２号イ又は第１３号イ」に改め，同項第９号中「９０,２４０円」

を「１０５,６００円」に改め，同号イ中「又は第１１号イ」を「，第１１号イ，

第１２号イ又は第１３号イ」に改め，同項第１０号中「１０１,５２０円」を

「１１８,８００円」に改め，同号イ中「又は次号イ」を「，次号イ，第１２号イ

又は第１３号イ」に改め，同項第１１号中「１０７,１６０円」を「１２５,４００

円」に改め，「部分を除く。）」の次に「，次号イ又は第１３号イ」を加え，同項
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第１２号中「１１２,８００円」を「１５８,４００円」に改め，同号を同項第１４

号とし，同項第１１号の次に次の２号を加える。 

 (12)次のいずれかに該当する者 １３２,０００円 

  ア 段階判定所得金額が１０,０００,０００円以上１５,０００,０００円未満

の者であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令第３９条

第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除

く。） 

 (13)次のいずれかに該当する者 １４５,２００円 

  ア 段階判定所得金額が１５,０００,０００円以上２０,０００,０００円未満

の者であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

  イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令第３９条

第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 第６条第２項中「減額賦課に係る」の次に「令和３年度から令和５年度までの各

年度における」を加え，「平成３０年度においては２５,３８０円と，令和元年度

においては２１ ,１５０円と，令和２年度においては１６ ,９２０円」を

「１９,８００円」に改め，同条第３項中「減額賦課に係る」の次に「令和３年度

から令和５年度までの各年度における」を加え，「令和元年度においては

３１,０２０円と，令和２年度においては２８,２００円」を「３３,０００円」に

改め，同条第４項中「減額賦課に係る」の次に「令和３年度から令和５年度までの

各年度における」を加え，「令和元年度においては３８,０７０円と，令和２年度

においては３６,６６０円」を「４２,９００円」に改める。 

 附則第１０項及び第１１項を削り，附則第９項を附則第１１項とし，附則第８項

を削り，附則第７項を附則第１０項とし，附則第４項から第６項までを３項ずつ繰

り下げ，附則第３項の次に次の３項を加える。 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

４ 第１号被保険者のうち，令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律

第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定
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についての第６条第１項（第６号ア，第７号ア，第８号ア，第９号ア，第１０号

ア，第１１号ア，第１２号ア，第１３号ア及び第１４号に係る部分に限る。）の

規定の適用については，同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは，「所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第

３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については，同法第

２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規

定によって計算した金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が零を

下回る場合には，零とする。）によるものとし，租税特別措置法」とする。 

５ 前項の規定は，令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場

合において，同項中「令和２年」とあるのは，「令和３年」と読み替えるものと

する。 

６ 第４項の規定は，令和５年度における保険料率の算定について準用する。この

場合において，同項中「令和２年」とあるのは，「令和４年」と読み替えるもの

とする。 

 附則第１２項を削る。 

附 則 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の藤沢市介護保険条例第６条の規定は，令和３年度以後

の年度分の保険料について適用し，令和２年度分までの保険料については，なお

従前の例による。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは，第８期介護保険事業計画の策定に伴い介護保険第１号

被保険者の介護保険料を改正するとともに，介護保険料の算定の基礎として算出す

る所得額について，所得税における低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の

特別控除と同様の控除を設け，及び平成３０年度税制改正の影響によるその増加を

生じさせないようにするために介護保険法施行令の一部が改正されたことを受け，

所要の改正をする必要による。 


